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  令和５年度病院管理講習会の開催について 

 

 

  平素より東京都の保健医療行政に御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

標記について、下記のとおり開催いたしますので、御多忙の折、誠に恐れ入りますが、関係

職員への周知並びに講習会への出席について、よろしくお取り計らいの程お願い申し上げます。 

なお、東京都内各病院には別途通知しておりますことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 開催方法 

  東京都保健医療局医療政策部 YouTube にて限定公開による実施 

  （受講対象者に講習会実施を周知した後、受講申込者に対して、YouTube の URL を送付する

形式にて実施） 

 

２ 受講対象者 

  都内医療機関の管理者、従事者等（職種不問） 

 

３ 講演 

テーマ：医師の働き方改革 ～令和 6年度から必要となる取組～ 
 

講 師：眞鍋 一 氏（東京都医療勤務環境改善支援センター 医業経営アドバイザー） 

    原子 修司氏（東京都医療勤務環境改善支援センター 医業経営アドバイザー） 

 

４ 申込方法 

受講を希望される方は、以下の URL からお申し込みください。 

【申込用 URL】                       【申込用 QRコード】 

https://logoform.jp/form/tmgform/344969 

 

 

※ 配信期間 令和５年９月１５日（金曜日）から同年１１月３０日(木曜日)まで 

 ※ 申込期限 令和５年１１月２８日（火曜日） 

 ※ 配信期間前からもお申込みいただけます。期限までにお申し込みいただいた方につきまし

て、配信準備が出来次第、御登録いただいたメールアドレスに配信用 URL 等を連絡いたしま

す。また、複数人で受講する場合も各自で申込いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

提出先及び問合せ先 

東京都保健医療局医療政策部医療安全課指導担当 

担 当  木村、鈴木、小林、川井 

メール  S1150403@section.metro.tokyo.jp 

電 話  ０３－５３２０－４４３２（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 



東京都医療安全支援センター主催 令和５年度病院管理講習会
東京都医師会 共催

医師の働き方改革～令和6年度から必要となる取組～

東京都では，都民に対し安全でより質の高い医療の供給に寄与することを目的
として「病院管理講習会」を毎年開催しています。
今年度は、令和６年4月から勤務医の時間外・休日労働時間の上限規制の適用

が開始されることに伴い、各医療機関が医師の働き方改革を推進するため必要と
なる対応や都の取組を紹介いたします。
貴院の労務管理やタスクシフトシェアの推進のために、ご活用いただければ幸

いです。

配信時期(予定)

令和5年9月15日(金)から同年11月30日(木)まで

✿方法 オンデマンド配信
（配信時期の前に、申込者のメールアドレス宛に、配信URLをお知らせします）

✿対象者 都内の医療機関の管理者、従事者等（職種不問）

✿申込み 【URL】https://logoform.jp/form/tmgform/344969 【QRコード】

申込み期限 令和5年11月28日（火曜日）まで

✿その他 令和5年9月17日は「世界患者安全の日」、また、同年11月19～25日は
「医療安全推進週間」となっております。
病院の皆様におかれましても、医療安全の向上に一層お取り組み頂きます
よう、お願い申し上げます。

問合せ
東京都保健医療局医療政策部医療安全課指導担当 木村、鈴木、小林、川井
電話：０３－５３２０－４４３２（直通）

✿講師

東京都医療勤務環境改善支援センター

医業経営アドバイザー 眞鍋一氏

次の項目について
今回の概要を解説致します。
1.医療機関としての「働き方改革」
2.医師の働き方改革
3.現在医療機関が考えていること

✿講師

東京都医療勤務環境改善支援センター

医業経営アドバイザー原子修司氏

医師の働き方改革に向けて、
勤務実態の把握、３６協定、
副業兼業、研鑽、宿日直、
面接指導など、医療機関が取
り組むうえでのポイントを分
かりやすく解説いたします。


